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高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 101号

高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則

高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 元 年 高 知 県

規 則 第 36号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ４ 条 第 １ 項 第 ５ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

(５ ) 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 15年 法 律 第 57号 ） 第

76条 第 ２ 項 に 規 定 す る 開 示 請 求 、 同 法 第 90条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 訂 正 請 求 又 は 同 法 第 98条 第 ２ 項 に 規 定 す る 利 用 停 止 請 求 が

あ っ た も の 同 法 第 78条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 開 示 決 定

等 、 同 法 第 94条 第 １ 項 に 規 定 す る 訂 正 決 定 等 又 は 同 法 第 102

条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 用 停 止 決 定 等 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

１ 年 間

第 20条 の 見 出 し 中 「 個 人 情 報 漏 え い 防 止 」 を 「 個 人 情 報 等 の 漏

え い 防 止 」 に 改 め 、 同 条 中 「 個 人 情 報 が 」 を 「 個 人 情 報 等 が 」

に 、 「 当 該 個 人 情 報 」 を 「 当 該 個 人 情 報 等 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号

及 び 第 ４ 号 中 「 個 人 情 報 」 を 「 個 人 情 報 等 」 に 改 め る 。

第 25条 第 ３ 項 中 「 死 者 に 関 す る 個 人 情 報 」 を 「 死 者 に 係 る 個 人

に 関 す る 情 報 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 個 人 情 報 が 」 を 「 個 人 に

関 す る 情 報 が 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



規 則

◎ 高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則


